
証券コード　4052
2020年９月14日

株　主　各　位
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

フ ィ ー チ ャ 株 式 会 社
代表取締役社長CEO 脇 健 一 郎

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染予防に

必要な措置を講じた上で株主総会を開催いたしますが、当日のご来

場は可能な限りお控えいただきますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年９月29日（火曜日）午前10時
（受付開始予定：午前９時30分）

２．場 所 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ　ワールドインポートマートビル５階
サンシャインシティ コンファレンスルーム　Room15
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第15期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第15期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）計算書
類の内容報告の件

４．インターネットによる開示
　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきまして
は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://ficha.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知
の提供書面には記載しておりません。
①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の出席票を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

　なお、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の
事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://ficha.jp）に掲載させて
いただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2019年７月１日から
2020年６月30日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当社グループは、「Make Things Intelligent」をミッションに掲げ、画

像認識ソフトウェアの開発を行っております。

　当社グループが属する画像認識ソフトウェア業界においては、自動車向

け先進運転支援システム（ADAS）の普及や自動運転技術の実用化に向けて

自動車関連企業各社が取り組みを強化しています。こうした環境の中で、

当社グループは新規案件の獲得を進める一方、将来の収益獲得に向けた人

員増強や、それに伴う本社移転、ディープラーニングをはじめとした画像

認識技術の研究開発を積極的に行ってまいりました。

　この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高419,701千円（前連結会

計年度比48.6％増）、営業利益98,513千円（前連結会計年度は営業損失

3,521千円）、経常利益90,800千円（前連結会計年度は経常損失5,531千円）、

親会社株主に帰属する当期純利益66,537千円（前連結会計年度は親会社株

主に帰属する当期純損失8,203千円）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、18,813千円であり、

その主なものは工具、器具及び備品であります。

③　資金調達の状況

　当社は、2020年６月24日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。

上場にあたり、2020年６月23日を払込期日とする有償一般募集（ブックビ

ルディング方式による募集）により、71,760千円を新たに調達いたしまし

た。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 13 期

(2018年６月期)
第 14 期

(2019年６月期)

第 15 期
(当連結会計年度)
(2020年６月期)

売 上 高(千円) 210,396 282,465 419,701

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) 50,661 △5,531 90,800

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は親
会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(千円) 42,587 △8,203 66,537

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 8.10 △1.56 12.62

総 資 産(千円) 438,853 449,340 578,065

純 資 産(千円) 395,026 386,405 524,227

（注）１．当連結会計年度より連結計算書類を作成しております。なお、第13期及び第14期

については金融商品取引法に基づいて作成した連結財務諸表の数値を参考情報

として記載しております。

２．2018年３月１日付で普通株式１株、Ａ種優先株式１株及びＢ種優先株式１株につ

きそれぞれ1,000株の割合で、2019年11月30日付で普通株式１株につき３株の割

合で株式分割を行っております。第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮

定し、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。
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②当社の財産及び損益の状況

区 分
第 12 期

(2017年６月期)
第 13 期

(2018年６月期)
第 14 期

(2019年６月期)

第 15 期
(当事業年度)

(2020年６月期)

売 上 高(千円) 83,940 210,396 282,465 419,701

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) △27,603 53,165 △17,386 83,987

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

(千円) △27,894 45,091 △17,676 70,269

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △6.01 8.57 △3.36 13.33

総 資 産(千円) 149,095 441,221 440,563 580,486

純 資 産(千円) 108,119 397,851 380,174 522,204

（注）2018年３月１日付で普通株式１株、Ａ種優先株式１株及びＢ種優先株式１株につきそ

れぞれ1,000株の割合で、2019年11月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式

分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当た

り当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

北京飛澈科技有限公司 10,000千円 100％ 画像認識ソフトウェア開発事業
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(4) 対処すべき課題

①　開発体制の強化

　安定的かつ着実な事業拡大を図る上では、既存顧客の契約を継続するこ

とや案件数等が増加した場合においても、収益率を高水準に維持し、かつ

顧客に提供するサービスのパフォーマンスを維持、向上することが重要で

あると考えております。

　そこで当社グループは、優秀な人材を積極的に採用するとともに、開発

プロセスを継続的に見直し、社内におけるノウハウの共有や教育訓練等を

実施することで、より強固な開発体制の構築に努めてまいります。

②　内部管理体制の強化

　当社グループは成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のため

の内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。このため、

バックオフィス業務の整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するた

め、より強固な内部管理体制の構築に取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容（2020年６月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

画像認識ソフトウェ
ア 開 発 事 業

画像認識ソフトウェアの企画、開発等

(6) 主要な事業拠点（2020年６月30日現在）

①　当社

本 社 東京都豊島区

②　子会社

北京飛澈科技有限公司 中華人民共和国 北京市
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(7) 従業員の状況（2020年６月30日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

21（13）名 1名減（－）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、 近１年間の平均人員を（　）外数

で記載しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

19（10）名 2名減（1名減） 33.8歳 2.0年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、 近１年間の平均人員を（　）外数

で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2020年６月30日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　株式会社東京証券取引所よりご承認いただき、2020年６月24日付で、当社

株式は東京証券取引所マザーズ市場に新規上場いたしました。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2020年６月30日現在）

①　発行可能株式総数 20,000,000株

②　発行済株式の総数 5,409,000株

③　株主数 1,963名

④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

曹 暉 1,393,500株 25.76％

王 潞 1,146,000 21.18

脇 健 一 郎 759,500 14.04

ＨＵＩＺＨＯＵ ＤＥＳＡＹ ＳＶ ＡＵ
ＴＯＭＯＴＩＶＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．

528,000 9.76

特 定 金 外 信 託 受 託 者
株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信 託 銀 行

264,000 4.88

ニ ッ セ イ ・ キ ャ ピ タ ル ６ 号
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

219,000 4.04

Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｍ Ａ Ｎ  Ｓ Ａ Ｃ Ｈ Ｓ
Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｎ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ Ａ Ｌ

172,400 3.18

ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合 136,500 2.52

名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャ
ー １ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

52,500 0.97

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ キ ャ ピ タ ル ５ 号
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

39,600 0.73

（注）自己株式は保有しておりません。

⑤　その他株式に関する重要な事項

　当社は、2019年11月30日付で普通株式１株を３株に株式分割いたしまし

た。これにより発行済株式の総数は、3,506,000株増加しております。

　また、2020年６月23日を払込期日とする公募増資による新株式発行によ

り、発行済株式の総数は150,000株増加しております。

－ 7 －

株式の状況



(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第１回新株予約権 第２回新株予約権

発 行 決 議 日 2018年３月14日 2019年１月25日

新 株 予 約 権 の 数 1,754個 877個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 5,262株
(新株予約権１個につき３株)

普通株式 2,631株
(新株予約権１個につき３株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
1,390円

(１株当たり　464円)

新株予約権１個当たり
3,000円

(１株当たり　1,000円)

権 利 行 使 期 間
2020年３月15日から
2028年３月14日まで

2021年１月26日から
2029年１月25日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 877個
目的となる株式数 2,631株
保有者数 1名

新株予約権の数 877個
目的となる株式数 2,631株
保有者数 1名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 877個
目的となる株式数 2,631株
保有者数 1名

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名
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第３回新株予約権

発 行 決 議 日 2019年６月21日

新 株 予 約 権 の 数 2,631個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 7,893株
(新株予約権１個につき３株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
3,000円

(１株当たり　1,000円)

権 利 行 使 期 間
2021年６月22日から
2029年６月21日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 1,754個
目的となる株式数 5,262株
保有者数 1名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 877個
目的となる株式数 2,631株
保有者数 1名

（注）１．①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、原則と

して権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員

の地位を有していなければならない。

②本新株予約権者は、上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に本新

株予約権を行使することができる。

ⅰ．上場日から１年以内　　　　 40％

ⅱ．上場日から２年以内　　　　 60％

ⅲ．上場日から３年以内　　　　 80％

ⅳ．上場日から３年後の日以降　100％

２．2019年11月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりま

すが、上記新株予約権の目的となる株式数及び新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額は、当該株式分割後の株式数及び価額を記載しております。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2020年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長
C E O

脇  健 一 郎 北京飛澈科技有限公司　執行董事

代 表 取 締 役 C T O 曹  暉 当社　開発部長

取 締 役 C F O 横 田  和 之 北京飛澈科技有限公司　監事

取 締 役 茂 田 井  純 一

株式会社アカウンティング・アシスト　代
表取締役
株式会社ZOZO　社外監査役
株式会社CARTA HOLDINGS　社外監査役
株式会社ビジョン　社外監査役

常 勤 監 査 役 福 田  勝 美 日本道路株式会社　社外監査役

監 査 役 安 藤  広 人 ファイ法律事務所　パートナー

監 査 役 佐 野  高 志 株式会社図研　社外取締役

（注）１．取締役茂田井純一氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役福田勝美氏、監査役安藤広人氏及び佐野高志氏は、社外監査役であ

ります。

３．常勤監査役福田勝美氏は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における

管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関

する高い見識等を有しております。

４．監査役安藤広人氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊

富な経験、法律に関する高い見識等を有しております。

５．監査役佐野高志氏は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家として

の豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有しております。

６．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としてお

ります。

－ 10 －

会社役員の状況



③　取締役及び監査役の報酬等

　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

5名
（1）

45,599千円
（2,400）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

3
（3）

9,150
（9,150）

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

8
（4）

54,749
（11,550）

（注）１．上記には、2019年９月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任し

た取締役１名を含んでおります。

２．取締役の報酬限度額は、2019年９月26日開催の第14回定時株主総会において、

年額200,000千円以内（うち、社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使

用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2019年９月26日開催の第14回定時株主総会において、

年額30,000千円以内と決議いただいております。

④　社外役員に関する事項

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役茂田井純一氏は、株式会社アカウンティング・アシストの代表

取締役、株式会社ZOZOの社外監査役、株式会社CARTA HOLDINGSの社外

監査役及び株式会社ビジョンの社外監査役であります。当社と各兼職

先との間には特別の関係はありません。

・常勤監査役福田勝美氏は、日本道路株式会社の社外監査役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役安藤広人氏は、ファイ法律事務所のパートナーであります。当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役佐野高志氏は、株式会社図研の社外取締役であります。当社と

兼職先との間には特別の関係はありません。
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　当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 茂 田 井  純 一

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに出席

いたしました。出席した取締役会において、会社経営者

としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の

観点から適宜発言を行っております。

常勤
監査役

福 田  勝 美

当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会10回

の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査

役会において、他社での財務・会計等に関する豊富な経

験と高い見識から、適宜発言を行っております。

監査役 安 藤  広 人

当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会10回

の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査

役会において、主に法務・知的財産等に関し、弁護士と

しての専門的見地から適宜発言を行っております。

監査役 佐 野  高 志

2019年９月26日就任以降、当事業年度に開催された取締

役会12回及び監査役会10回の全てに出席いたしました。

出席した取締役会及び監査役会において、主に財務・会

計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発

言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

19,200

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、

会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３．当社の連結子会社である北京飛澈科技有限公司は、当社の会計監査人以外の公

認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者

を含む）の監査を受けております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由

を報告いたします。
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３．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化の

ために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくこ

とを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針

としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株

主総会、中間配当については取締役会であります。

　しかしながら、当社は現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実

を図り、将来の事業展開及び経営体質の強化のための投資等に充当し、なお一

層の事業拡大を目指すことが、株主に対する 大の利益還元につながると考え

ております。将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に

対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施

の可能性及びその実施時期等については未定であります。

　なお、当社は、取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として中間配

当を行うことができる旨を定款に定めております。
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４．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、取締役会決議によって「内部統制の整備に関する基本方針」を定め、

当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、

内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制

システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監

査を実施しております。

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

　当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、グループ全体のコンプライ

アンス体制の構築、維持、整備にあたる。

　取締役は、使用人が適切に行動するために当社グループ全体へ法令、定款、

「フィーチャグループ行動規範」及び各規程を周知徹底させるとともに、問

題点の把握と改善に努める。

　代表取締役直轄の内部監査室を設置し、当社グループ全体の法令、定款、

コンプライアンス体制の問題の有無を調査し、代表取締役社長に報告する。

　法令違反、不正行為が行われたことを認知した場合、「内部通報規程」の

定めにより、当社及びグループ会社の使用人は、内部通報窓口等に通報する

義務を負い、当社及びグループ会社は通報した使用人に対して当該通報をし

たことを理由とする不利益な取り扱いを行わない。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を総括する責任部署を管理

部とする。重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報の保存及

び管理は法令及び「文書管理規程」に従い、定められた期間中、厳正に当該

情報を文書又は電磁的媒体に記録し整理・保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程及びその他体制

　グループ全体のリスク管理については、当社取締役会にて、当社の成長規

模、市場の変化に即し、リスクの想定や回避、対応策の検討及び危機発生時

の管理体制の整備を行う。

　経営危機発生が疑われる時は、「経営危機管理規程」に基づき管理部長が

内容を集約し代表取締役社長に報告する。代表取締役社長が経営危機に該当

するかを判断し、経営危機と判断した場合には、代表取締役社長が対策本部

長となり、管理部長を事務局長とした経営危機対策本部を設置してこれに対

応する。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長は、自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者と

なり、中期経営計画に基づき、グループ会社が目標に対して職務執行を効率

的に行うよう監督する。

　当社及びグループ会社の取締役ほか部門責任者は「組織規程」、「業務分

掌規程」、「職務権限規程」に基づき、経営計画における各部門が実施すべ

き具体的な施策及び効率的な職務執行体制を決定する。

　総括責任者である代表取締役社長は月に1回開催される定例取締役会及び

適宜開催される臨時取締役会において、取締役のほか必要に応じて部門責任

者に対して定期的に職務執行に関して報告させるとともに、効率的な職務執

行を行うために問題の把握と改善に努める。

(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体

制

　当社は、グループ会社の「経営管理方針」に基づき、グループ会社の業務

遂行を指導、支援及び監督する。取締役会がグループ全体の業務執行機関と

して意思決定を行い、全体 適の観点から経営資源の配置・配分を決定し、

当社グループの企業価値の向上を図る。

　当社は、グループの「内部監査方針」に基づき、内部監査室がグループ全

体の監査を定期的に実施することができるよう体制を整備し、必要に応じて

内部監査室と監査役が連携し業務の適正の確保を図る。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及

び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役は、必要に応じてその職務を補助すべき者を置くことを求めること

ができる。また、取締役会は監査役と協議の上、補助すべき者を指名するこ

とができる。

　監査役が指定する補助すべき期間中は監査役が当該補助すべき者に対する

指揮権を持ち、取締役の指揮命令は受けないものとし、その人事異動、人事

考課、懲戒に関しては監査役の事前の同意を得るものとする。
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(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に

関する体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不

利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　監査役は社内会議の全てに出席できるものとし、取締役及び使用人から「監

査役監査規程」に従って、内部統制システムの整備に関わる部門の活動状況、

重要な会計方針・会計基準及びその変更、業績及び業績見込みの発表内容、

適時開示情報、内部通報制度の運用状況、重要な意思決定プロセスや業務執

行状況を示す社内稟議書及び各種申請書、重要な契約の内容などの報告を適

宜受けるものとする。

　当社及びグループ会社は、監査役に報告した者に対して当該報告をしたこ

とを理由とする不利な取り扱いを行わない。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項

　当社及びグループ会社の取締役は、取締役及び使用人が監査役監査に対す

る理解を深め、監査役監査が実効的に行われることを確保する。

　監査役は代表取締役社長との間に意見交換会を開催し、内部監査室との連

携を図って適切な意思疎通及び効果的な監査体制を構築する。

　監査役は監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは

別の弁護士その他外部専門家を自らの判断で起用することができるものとす

る。また、当社は、かかる起用に関する費用又は債務について監査役の職務

の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を速やかに

処理する。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び

団体とは一切関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、

毅然とした態度で臨むものとする。

　対応統括部署を中心に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携、情報を収

集し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進する。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年６月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 527,707 流 動 負 債 53,838

現 金 及 び 預 金 419,513 未 払 金 10,197

売 掛 金 100,741 未 払 費 用 4,191

仕 掛 品 1,076 未払法人税等 20,010

前 払 費 用 6,375 未払消費税等 15,587

預 り 金 1,623

固 定 資 産 50,358 前 受 収 益 2,227

有 形 固 定 資 産 23,786 負 債 合 計 53,838

建 物 5,568 （純資産の部）

工具、器具及び備品 18,217 株 主 資 本 525,442

資 本 金 248,880

投資その他の資産 26,572 資 本 剰 余 金 232,570

長 期 前 払 費 用 1,643 利 益 剰 余 金 43,992

繰 延 税 金 資 産 3,174
その他の包括利益
累 計 額

△1,214

敷 金 及 び 保 証 金 21,753 為替換算調整勘定 △1,214

純 資 産 合 計 524,227

資 産 合 計 578,065 負 債 純 資 産 合 計 578,065

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年７月１日から
2020年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 419,701

売 上 原 価 119,135

売 上 総 利 益 300,565

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 202,052

営 業 利 益 98,513

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15

雑 収 入 36 51

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3

株 式 公 開 費 用 6,184

為 替 差 損 1,575 7,764

経 常 利 益 90,800

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 90,800

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 19,855

過 年 度 法 人 税 等 7,581

法 人 税 等 調 整 額 △3,174 24,262

当 期 純 利 益 66,537

親会社株主に帰属する当期純利益 66,537

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年７月１日から
2020年６月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 213,000 196,690 △22,545 387,144

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 35,880 35,880 71,760

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

66,537 66,537

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 35,880 35,880 66,537 138,297

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 248,880 232,570 43,992 525,442

その他の包括利益
累 計 額

純 資 産 合 計
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 △739 △739 386,405

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 71,760

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

66,537

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

△475 △475 △475

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 △475 △475 137,821

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △1,214 △1,214 524,227

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（2020年６月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 522,944 流 動 負 債 58,282

現 金 及 び 預 金 415,347 未 払 金 15,496

売 掛 金 100,741 未 払 費 用 3,439

仕 掛 品 1,076 未払法人税等 19,907

前 払 費 用 5,778 未払消費税等 15,587

預 り 金 1,623

固 定 資 産 57,541 前 受 収 益 2,227

有 形 固 定 資 産 21,655 負 債 合 計 58,282

建 物 5,568 （純資産の部）

工具、器具及び備品 16,086 株 主 資 本 522,204

資 本 金 248,880

投資その他の資産 35,886 資 本 剰 余 金 232,570

関 係 会 社 株 式 10,000 資 本 準 備 金 232,570

長 期 前 払 費 用 1,643 利 益 剰 余 金 40,754

繰 延 税 金 資 産 3,174 その他利益剰余金 40,754

敷 金 及 び 保 証 金 21,068 繰越利益剰余金 40,754

純 資 産 合 計 522,204

資 産 合 計 580,486 負 債 純 資 産 合 計 580,486

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2019年７月１日から
2020年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 419,701

売 上 原 価 119,135

売 上 総 利 益 300,565

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 210,226

営 業 利 益 90,339

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

雑 収 入 36 39

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3

株 式 公 開 費 用 6,184

為 替 差 損 202 6,391

経 常 利 益 83,987

税 引 前 当 期 純 利 益 83,987

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,892

法 人 税 等 調 整 額 △3,174 13,717

当 期 純 利 益 70,269

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2019年７月１日から
2020年６月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産
合 　 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合　　計

資 本 準 備 金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 213,000 196,690 196,690 △29,515 △29,515 380,174 380,174

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 35,880 35,880 35,880 71,760 71,760

当 期 純 利 益 70,269 70,269 70,269 70,269

当 期 変 動 額 合 計 35,880 35,880 35,880 70,269 70,269 142,029 142,029

当 期 末 残 高 248,880 232,570 232,570 40,754 40,754 522,204 522,204

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

２０２０年８月２５日

フィーチャ株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 塚 　 徹 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 辻 本 慶 太 

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、フィーチャ株式会社の２０
１９年７月１日から２０２０年６月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、フィーチャ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、２０２０年５月２１日及び２０２
０年６月８日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる株式の売出しに
関連して、第三者割当による新株式の発行を決議し、２０２０年７月２９日に払込が完
了している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
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　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計
算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関
する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

２０２０年８月２５日

フィーチャ株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 塚 　 徹 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 辻 本 慶 太 

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、フィーチャ株式会社
の２０１９年７月１日から２０２０年６月３０日までの第１５期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、２０２０年５月２１日及び２０２
０年６月８日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる株式の売出しに
関連して、第三者割当による新株式の発行を決議し、２０２０年７月２９日に払込が完
了している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
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　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類
等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

－ 27 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、２０１９年７月１日から２０２０年６月３０日までの第１

５期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告

書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会

社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備

に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関

する品質管理基準」（２００５年１０月２８日企業会計審議会）等

に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

－ 28 －
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

２０２０年８月２６日

フ ィ ー チ ャ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 福 田 勝 美 

監 査 役 安 藤 広 人 

監 査 役 佐 野 高 志 

以　上

－ 29 －
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